
 
 

環自野発第 2108311 号 

令 和 ３ 年 ８ 月 31 日 

 

 

 一般社団法人 大日本猟友会 会長 殿 

 

 

                   環境省自然環境局野生生物課      

                         鳥獣保護管理室長   

  

 

 

狩猟に伴う事故及び違法捕獲の防止等について 

 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化については、平素より特段の御協力を

いただき、厚く御礼申し上げます。 

狩猟における事故防止や違法捕獲の防止等狩猟の適正化については、かねてよ

り御尽力いただいていますが、未だに事故及び違法捕獲が後を絶たないところで

す。 

つきましては、別紙のとおり各都道府県に対し通知しましたので、貴会におか

れましても、狩猟の適正化について所属会員への一層の周知徹底をお願いします。 

担当： 

鳥獣保護管理室 遠矢、安藤 

TEL：03-5521-8285 


